
京都市スマート申請
操作手順

【森林の土地の所有者届出】



1
トップページ

下記２点を届出前に御用意ください。
準備が出来ましたら、「新規登録またはログイン
して申請に進む」か「アカウント登録せずにメー
ルで申請」を選択してください。

・土地の位置を示す地図

・土地の登記事項証明書その他届出の原因を
証明する書面

それぞれの詳細については７ページ
「届出に必要な情報を入力する（４）」参照



2
アカウントでログインする場合

アカウント登録

① メールアドレスとパスワードをご登録くださ
い。GmailやLINEのアカウントをお持ちの方
は、それらを使ってログインしていただくこ
とが可能です。

② 右の画面が再度表示されましたら、利用規
約への同意後、画面下の「申請に進む」を
タップして先にお進みください。

①

②



3

確認メールの送信

① メールアドレスを入力し、確認メールを送信
してください。「noreply@mail.graffer.jp」
から届いたメールのURLにアクセスし、メー
ルアドレスの確認を完了させてください。

② 右の画面が再度表示されましたら、利用規
約への同意後、画面下の「申請に進む」を
タップして先にお進みください。

①

②

アカウント登録せずに、
メールを認証して申請に進む場合
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届出人に関する事項

名前、郵便番号、住所、生年月日、電話番号
を入力してください。
メールアドレスは、ログインまたは認証で使
用したメールアドレスが自動で入力されます。

届出に必要な情報を入力する（１）



5

所有権の移転に関する事項

① 前所有者の住所、氏名等を入力してください。

② 所有者となった年月日、所有権移転の原因
を入力してください。

①

②

届出に必要な情報を入力する（２）

＜所有者となった年月日とは＞
・売買等の場合、森林の土地の引き渡しの日
・相続の場合、相続開始の日（被相続人の死

亡の日）または遺産分割協議が終了した日
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土地に関する事項

① 届出する森林は 10件まで増やすことができます。

② 届出する森林の面積を入力してください。
ヘクタール単位で小数第４位までの入力が必要と
なります。

※小数点以下が４桁未満の場合は、小数が第４位
になるまで０（ゼロ）で埋めてください。

例 1.23 ha ⇒ 1.2300 ha

①

②

届出に必要な情報を入力する（３）

③
③ 共有している場合、持分割合を記入してください。

欄内に記入が難しい場合は、「備考欄のとおり」
と記入の上、備考欄のその他欄に御記入ください。
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土地に関する事項（つづき）

④ 森林の土地の位置が把握できる地図を添付してく
ださい。
例：公図、地積測量図や土地所在図、市町村、民

間企業等が作成した地図、インターネットで
無料提供されている地図等に当該森林の土地
のおおまかな位置を記入したもの

⑤ 届出者が当該森林の所有権を有することを証明す
ることができる書面を添付してください。
例：登記事項全部事項証明書、売買契約書、贈与

契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記
完了証（電子申請）など

※ 届出人の氏名、土地面積、持分割合（共有の場
合）について記載のある書面をお願いします。

④

届出に必要な情報を入力する（４） ⑤
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備考

① 森林の土地の用途を選択してください。
未定の場合は、その他を選択の上「未定」と
してください。

② 境界の把握状況について
より詳細を記入したい場合は、備考欄その
他欄を活用してください。

①

②

届出に必要な情報を入力する（５）
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備考

③ 所有者となってから９０日を超えて届出を行
う場合は、本欄に理由を記入してください。

④ 他の枠内で記入できなかった事柄（持分割
合の詳細等）やその他の事柄を記入してく
ださい。

③

④

届出に必要な情報を入力する（６）
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届出人に関する事項、所有権の移転に関する事項
土地に関する事項、備考の確認

届出内容を確認してください。届出内容を修
正する場合は、各項目の編集ボタンから入力
を行ってください。

届出内容に誤りがなければ「この内容で申
請する」から届出を行ってください。

届出内容の確認

届出
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届出後に４ページ「届出に必要な情報を入力する（１）」で
入力したメールアドレスに受付完了のお知らせメールが届きます。

届出内容について、市担当者の確認が完了しますと手続完了の
お知らせが届きます。

届出の完了
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